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（
財
政
金
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委
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会
）

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
等
の
見
地
か
ら
、
特
恵
関
税
制
度
等
に
つ
い
て
所
要

の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
育
成
者
権
を
侵
害
す
る
物
品
の
輸
入
禁
制
品
へ
の
追
加
等
の
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
恵
関
税
制
度
の
改
正

開
発
途
上
国
、
特
に
Ｌ
Ｄ
Ｃ
（
後
発
開
発
途
上
国
）
へ
の
一
層
の
支
援
を
図
る
等
の
観
点
か
ら
、
農
水
産
品
を
中
心
と
し

た
特
恵
対
象
品
目
の
拡
大
等
を
行
う
。

二
、
個
別
品
目
の
関
税
率
等
の
改
正

１

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
原
料
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
用
の
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
等
に
つ
い
て
、
関
税
割
当
制
度
を
廃
止
す
る
と

と
も
に
、
基
本
関
税
率
を
無
税
と
す
る
。

２

加
工
再
輸
入
減
税
制
度
の
対
象
に
革
製
履
物
の
甲
（
足
の
甲
部
を
覆
う
部
分
）
を
追
加
す
る
。

三
、
暫
定
関
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
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平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
適
用
期
限
が
到
来
す
る
暫
定
関
税
率
、
石
油
関
係
の
関
税
の
還
付
制
度
、
農
産
品
に
係
る

特
別
緊
急
関
税
及
び
牛
肉
又
は
豚
肉
等
に
係
る
関
税
の
緊
急
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
一
年
延
長
す
る
。

四
、
輸
入
禁
制
品
の
追
加
等

１

育
成
者
権
を
侵
害
す
る
物
品
を
輸
入
禁
制
品
に
追
加
し
、
輸
入
差
止
申
立
て
制
度
の
対
象
と
す
る
。

２

特
許
権
、
実
用
新
案
権
及
び
意
匠
権
を
侵
害
す
る
物
品
を
輸
入
差
止
申
立
て
制
度
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
特
許
庁

長
官
に
意
見
照
会
す
る
こ
と
を
求
め
る
制
度
の
導
入
等
関
連
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
通
関
の
一
層
の
効
率
化
の
た
め
の
対
応

１

納
付
申
告
前
の
貨
物
の
引
取
り
を
可
能
と
す
る
簡
易
申
告
制
度
に
係
る
担
保
提
供
額
の
見
直
し
を
行
う
。

２

新
た
な
物
流
形
態
に
対
応
す
る
た
め
、
非
居
住
者
が
税
関
手
続
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
事
務
処
理
を
行
う
た
め
の
税
関

事
務
管
理
人
の
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
税
関
が
発
す
る
書
類
の
送
達
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
十
五
年
度
一
般
会
計
の
関
税
増
収
見
込
額
は
約
一
億
円
で
あ
る
。


